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令和６年度１回足立区福祉サービス苦情等解決委員会 

議 事 次 第  

 

 

日 時：令和６年５月２４日（金）９：５９～１１：１８ 

場 所：足立区役所１２０２会議室 

 

【 出席者 】 

宮本委員長 東委員 金子委員 小池委員 三枝委員 

瀬崎医療介護連携課長 日吉介護保険課長 早川障がい援護課長 長門障がい福祉課長 

山本障がい福祉センター所長 秦中央本町地域・保健総合支援課長 角谷事業者指導係長 

佐藤北部調整担当係長 小川虐待防止・事業者指導担当係長 田中精神保健担当係長 

青柳子ども施策推進担当主査 川崎学童施設調整係長 笠尾権利擁護推進係長 

古橋権利擁護推進係 

 

社会福祉協議会 結城地域福祉部長 

山本基幹地域包括支援センター課長 

和田基幹地域包括支援センター西部担当課長 

米村基幹地域包括支援センター主査 

島津基幹地域包括支援センター専門員 

 

【 議事 】 

１．委嘱状交付 

２．開会 

３．報告・審議事項 

 （１）月報の報告（令和５年度・令和６年度４月） 

 （２）令和６年３月の苦情（高齢） 

 （３）令和６年２月の苦情（障がい） 

 （４）案件以外の事例報告 

４．その他 

 ・令和６年度の委員会開催予定 

  



 

【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 令和６年度足立区福祉サービス苦情等解決委員会（第１回） 

事 務 局 足立区社会福祉協議会 基幹地域包括支援センター 

開催年月日 令和６年５月２４日（金） 

開 催 時 間 午前９時５９分～午前１１時１８分 

開 催 場 所 足立区役所１２０２会議室 

出 席 者 別紙出席者名簿のとおり 

会 議 次 第 別紙次第のとおり 

資 料 別紙次第のとおり 

そ の 他 
 

  

様式第１号（第３条関係） 
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【協議会審議等内容】 

（瀬崎課長） 

 おはようございます。 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただき

ましてありがとうございます。 

 事務局が、３月までの高齢福祉課から、こ

の４月以降、医療介護連携課になりました。

課長の瀬崎と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日、氏家委員は御欠席ということで連絡

をいただきました。 

 開会に先立ちまして、新任及び任期を更新

されました委員の方に委嘱状の交付を行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 委嘱状になります。 

 小池一江様。 

 足立区福祉サービス苦情解決委員会委員

を委嘱いたします。区長に代わりまして、よ

ろしくお願いします。 

（委嘱状交付） 

（瀬崎課長） 

 委嘱状、金子正邦様。 

 同文でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

（委嘱状交付） 

（瀬崎課長） 

 委嘱状、宮本佳子様。 

 どうぞよろしくお願いします。 

（委嘱状交付） 

（瀬崎課長） 

 委嘱状、三枝求様。 

 どうぞよろしくお願いします。 

（委嘱状交付） 

（瀬崎課長） 

 着座にて失礼します。 

 それでは、ただいまから、令和６年度第１

回「足立区福祉サービス苦情等解決委員会」

を開会いたします。 

 本日は今年度１回目の開催になりますの

で、初めに、本委員会の趣旨について、改め

て事務局から御説明させていただきます。よ

ろしくお願いします。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係長の笠尾です。よろしくお

願いします。 

 添付の資料に条例と要綱が付いており、そ

ちらに書いてあるとおり、この委員会は、福

祉サービスに関する苦情等に対して、公正適

切な対応を行うことにより、サービスと顧客

満足度の一層の向上を図ることが目的にな

っております。 

 実際、この委員会の中では、区民から寄せ

られた苦情の内容と、それに対する担当課の

対応の事例を個別に取り上げる形になりま

す。 

 委員の皆様には、ぜひ、その事例の分析を

行っていただくとともに、焦点がどこにある

のかとか、これまでやっていた対応方法に改

善点がないのかとか、あとは、再発防止策が

考えられているのですけれども、それが適切

であるとか、ほかにもっといい方法がないの

かとか、今後のサービス向上につながるよう

な御意見をどんどん出していただきたいと

考えております。 

 単なる御質問とか感想も含めまして、ぜひ

皆様の専門的な知見からの忌憚のない御意

見を出していただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 私からの説明は以上となります。 

（瀬崎課長） 

 次に、審議に先立ちまして、今年度初めて

の委員会となりますので、改めて委員の皆様

を御紹介します。 

 お手元の資料の下から５枚目に委員名簿

を付けさせてもらっております。名前をお呼

びしますので、よろしくお願いいたします。 

様式第２号（第３条関係） 
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 まず、東京社会福祉士会災害福祉委員会委

員長、東早苗委員です。 

（東委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（瀬崎課長） 

 足立法曹会ＡＮＤ綜合法律事務所、氏家宏

海委員です。 

 本日、御欠席でございます。 

 続きまして、足立区民生・児童委員協議会

第二合同神明地区会長、金子正邦委員です。 

（金子委員） 

 おはようございます。よろしくお願いいた

します。 

（瀬崎課長） 

 続きまして、足立区消費者センター消費生

活相談員、小池一江委員です。 

（小池委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（瀬崎課長） 

 続きまして、足立地区人権擁護委員、三枝

求委員です。 

（三枝委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（瀬崎課長） 

 続きまして、帝京科学大学医療科学部医療

福祉学科、宮本佳子委員です。 

（宮本委員） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

（瀬崎課長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、区の福祉サービス関係所管職

員から自己紹介させていただきます。 

 それでは、早川課長からお願いします。 

（早川課長） 

 障がい援護課長、早川です。どうぞよろし

くお願いいたします。 

（日吉課長） 

 高齢者施策推進室、介護保険課長、日吉と

申します。よろしくお願いいたします。 

（結城部長） 

 足立区社会福祉協議会地域福祉部長、結城

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

（山本課長） 

 足立区社会福祉協議会基幹地域包括支援

センターの山本と申します。よろしくお願い

します。 

（和田課長） 

 同じく、足立区社会福祉協議会基幹地域包

括支援センター西部担当課長、和田と申しま

す。よろしくお願いします。 

（長門課長） 

 障がい福祉課長、長門と申します。よろし

くお願いいたします。 

（山本所長） 

 福祉部障がい福祉センター、通称「あしす

と」と呼ばれています、所長の山本です。ど

うぞよろしくお願いします。 

（秦課長） 

 衛生部中央本町地域・保健総合支援課長の

秦です。よろしくお願いします。 

（角谷係長） 

 介護保険課事業者指導係、角谷と申します。

よろしくお願いします。 

（佐藤係長） 

 足立区障がい援護課北部援護係、佐藤と申

します。よろしくお願いします。 

（小川係長） 

 障がい福祉課虐待防止・事業者指導担当の

小川と申します。よろしくお願いします。 

（田中係長） 

 中央本町地域・保健総合支援課精神保健担

当の田中と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

（青柳主査） 

 子ども家庭部子ども政策課子ども施策推

進担当の青柳と申します。よろしくお願いし
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ます。 

（川崎係長） 

 学童保育課学童施設調整係の川崎と申し

ます。よろしくお願いします。 

（笠尾係長） 

 医療介護連携課権利擁護推進係の笠尾で

す。昨年に引き続きましてよろしくお願いし

ます。 

（瀬崎課長） 

 議事に入らせていただく前に、本日の資料

の確認をさせていただきます。 

 委員の皆様方には、机上に１１点のものを

御用意させてもらっております。 

 １点目が次第。 

 ２枚目に、資料１－１、令和５年度足立区

福祉サービス苦情相談の月報様式。 

 ３点目が、資料１－２、令和６年度足立区

福祉サービス苦情相談月報様式。 

 ４点目が、資料２、苦情の案件、高齢分野。 

 ５点目が、資料の３、苦情の案件、障がい

分野。 

 ６点目が、資料の４、案件以外の事例報告。 

 ７点目が、委員名簿。 

 ８点目が、庁内関係所属名簿。 

 ９点目が、席次表。 

 １０点目が、足立区福祉サービス苦情等解

決委員会条例。 

 最後に、足立区福祉サービス苦情等解決委

員会運営要綱になっております。 

 次に、本日の出席委員数を報告します。 

 委員定数６名のところ５名の御参加とい

うことで、過半数に達しております。本日の

委員会が成立していることを御報告させて

いただきます。 

 続きまして、委員長と副委員長の選任に進

みます。お手元の条例を御覧ください。 

 条例３条第２項で、委員長並びに副委員長

は、委員の互選により選出し、会務を総理す

ることが定められております。いかが取り計

らいましょうか。 

（東委員） 

 事務局一任でお願いしたいと思います。 

（瀬崎課長） 

 「事務局一任」という声がありました。事

務局から提案させていただきたいと存じま

す。 

 委員長につきましては宮本委員、副委員長

を、本日欠席でございますが、氏家委員にお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

（瀬崎課長） 

 異議なしの声がありましたので、委員長は

宮本委員、副委員長は氏家委員が選任されま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは宮本委員長から一言御挨拶をよろ

しくお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 委員長を拝命しました帝京科学大学医療

福祉学科、宮本と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 地域の中で皆様が安心して過ごせるのは

どういったことか、どのような支援が必要な

のかということを学生とともに日々取り組

んでいるところでございます。 

 このような会議は不慣れでございますの

で、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

（瀬崎課長） 

 ありがとうございました。 

 委員長が決定しましたので、この後の進行

は宮本委員長にお願いいたします。 

 なお、議事録作成の都合上、質疑は録音さ

せていただきたいと存じます。そのため、発

言につきましては、最初にお名前をおっしゃ

っていただいてから御発言をお願いいたし

ます。御協力のほど、どうぞよろしくお願い

いたします。 
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 では、宮本委員長、よろしくお願いします。 

（宮本委員長） 

 それでは、次第に従いまして議題を進めさ

せていただきます。 

 次第「３ 報告・審議事項」、「（１）月

報の報告」につきまして、事務局の方、御説

明をお願いいたします。 

 

【資料１】「月報」説明 山本課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、御意見や御

質問はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

（東委員） 

 はい。 

（宮本委員長） 

 では、ほかに御意見・御質問はないような

ので、本件の質疑は以上としまして、次に移

りたいと思います。 

 次第「３ 報告・審議事項」、「（２）令

和６年３月の苦情（高齢）」につきまして、

事務局の方、説明をお願い申し上げます。 

 

【資料２】「高齢」説明 山本課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 かなり複雑な案件でございますけれども、

ただいまの御説明につきまして、御質問・御

意見がございましたらお願いいたします。 

 三枝委員、お願いいたします。 

（三枝委員） 

 人権擁護委員の三枝でございます。 

 通常ですと別紙がなくて、なかなか理解し

にくいのですけれども、別紙を添付していた

だいて、この背景が非常に分かって、そのこ

とによって、なぜこのお互いのすれ違い、ま

た、問題、申立てにつながったのかという経

過がとてもよく分かったので、大変ありがた

いなと思いました。 

 改めて、なぜこの苦情が発生したのかとい

うのを考えると、やはり幾つかすれ違いとい

うか誤認が起こる場面、起こってしまった場

面が幾つかあったなという感じがします。 

 そこにもとてもよく目が向けられて、例え

ば、最初に申立ての御本人に、今日で終了で

すよという説明をしたときに、ケアマネさん

とか包括の職員が同席していたのだけれど

も何も話さなかったとか、そういう場面で、

この背景を見ると、ここで何かアクションが

あったとするならば、もっと早くお互いの食

い違いがはっきりしたのだろうなという思

いもしますし、非常にいい分析をしていただ

いたというのが正直な気持ちで、とてもあり

がたいと思いました。 

 感想です。ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかに御質問は。 

 御意見をお願いします。 

（小池委員） 

 足立区消費者センターの小池と申します。

よろしくお願いいたします。 

 福祉のことは全く分かりませんので、ちょ

っと的外れなことを伺うかもしれませんが、

セクハラの問題もあったということなので

すけれども、一般論として、通常、そういう

問題がこの介護の現場で起きたときに、どう

いう対応になるのかということと、それから、

新たに事業所が就いたということで、その問

題に対しては、ここの事業所は、現在どうい

う対応をされているのかというところを伺

いたいのですが。 

（宮本委員長） 
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 お願いします。 

（山本課長） 

 では、基幹包括の山本のほうから御説明さ

せていただきます。 

 一般的にセクハラの対応につきましては、

一回そういった事実というか状況が起きて、

はい、そこでおしまいよということは基本的

にはすることはなくて、そういった状況につ

いて、ある程度セクハラ対応のガイドライン

みたいなものを所内で共有しながら、組織と

して対応していくのが一般的になっていま

す。 

 そういった事実がある中で、これはセクハ

ラに該当するものなのでやめてくださいと

いうことで、事業所の援助を担当する人から

御本人に伝えていくということになるので

すけれども、それが、記録をちゃんと取りな

がら、複数回度重なる中で、何回か経過して、

それでもやまない場合は、いわゆるイエロー

カードというか、これ以上これが続くとサー

ビスの提供が困難になりますよみたいなこ

とで、段階的に御本人にお伝えしていく。 

 それでも、それがやまなかった場合には、

最終的にはレッドカードということで、契約

に基づいて事業所のサービスの終了という

形に持っていく流れになるので、１回あった

から、では、これでおしまいよという、そう

いった刹那的な対応するのではなくて、ある

程度根拠を重ねていきながら記録をつける

ことで対応していくことが一般的にはなっ

ているところです。 

（小池委員） 

 そうすると、今は、この事業者に変わって

から問題は起こっていないということです

か。 

（山本課長） 

 はい。新しい事業所については、そのチー

ムの中で、このセクハラ対応についてのガイ

ドラインというのを共有しながら支援をス

タートしている状況になっているので、今の

時点では、ここの部分について、いろいろと

声が上がることはない状況になっています。 

（小池委員） 

 ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 では、私のほうから１つよろしいですか。 

 新しい事業所のほうでは、セクハラのガイ

ドラインというものを共有しながら取り組

まれているということでしたけれども、セク

ハラということ自体がインパクトの強いこ

とですので、その言葉とか行為自体が独り歩

きしやすいかなという感じはいたします。 

 いろいろな事業者が入ってくる中で、セク

ハラのガイドラインというものがあって、な

おかつ、このように実践されていかなければ

いけないということが、いろいろな事業所で

周知されているのかというのが今後の課題

も含めまして気になるところなのですが、い

かがなのでしょうか。どなたかにお伺いした

いところでございます。 

（和田課長） 

 基幹地域包括支援センター西部担当課長、

和田と申します。 

 こちらのセクハラも含めたハラスメント

に関しましては、現在、業種を問わずハラス

メントに対する対策を事業所が取るように

ということが法律で定められておりまして、

それに基づいた形で、各事業所のほうで、ハ

ラスメントに対するのは、これは、セクハラ

だけではなくパワーハラスメント、職場内も

含めてなのですが、こういったものの禁止と

いうことが定められております。 

 その中で、職場内だけのことではなく、職

場という定義が、訪問介護や訪問看護のよう

に、利用者さんのお宅で行われるものも職場

と捉え、実際には、そこで利用者さんから行
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われるもののハラスメント、よく、カスタマ

ーハラスメントというものもございますが、

そういったものも含めたハラスメントにつ

いても対策を取るようにと事業所のほうが

定められておりますので、介護の事業所や訪

問看護の事業所なども、そういったものに基

づいた形でガイドライン等を定め、独自に対

応しているというものでございます。 

 なお、ハラスメントにつきまして、この医

療・介護業界につきましては、病気から来る

ものについてはハラスメントとして扱わな

いということで、認知症や様々な障がいによ

ってそれが行われているものにつきまして

は、それは専門職としてしかるべき形での対

応を取るようにということになっておりま

す。 

 ただ、一方で、労働行政のほうでは、そう

はいっても、そこで働く職員のことを守らな

ければいけないということで、職員に対して

業務命令を出す代わりに安全配慮をしっか

りしなさいということも定められておりま

して、この辺のところは、契約書や重要事項

説明書などに、そういったことをあらかじめ

書きながら、こういうことがあったらサービ

スの提供ができませんということを行って

いくというところまで、現在、業界全体とし

て進んできているところでございます。 

 以上でございます。 

（宮本委員長） 

 丁寧な説明、ありがとうございます。 

 大分その外枠ができてきているというこ

とは承知しましたので、実践に生かせるよう

になればいいなと思っております。ありがと

うございました。 

 先生方、御意見いかがでしょうか。 

（三枝委員） 

 一つ質問させていただいていいですか。 

（宮本委員長） 

 お願いいたします。 

（三枝委員） 

 不勉強で申し訳ないのですけれども、新設

された福祉まるごと相談課が、今、背景の説

明のところに出てきたのですけれども、そう

いう組織が新設されると、この申立人の場合、

御家族も含めて、非常にありがたい組織なの

だなと思ったのですが、福祉まるごと相談課

の業務内容とか、現在行われていることを簡

単に御説明いただけるとありがたいのです

けれども。 

（瀬崎課長） 

 国のほうで重層的支援体制整備というこ

とが定められていまして、任意なのですけれ

ども、ようやく足立区も、この４月から様々

な困難ケースの対応部署として福祉まるご

と相談課を創設しました。 

 今までは生活保護や生活困窮世帯などで、

いわゆる８０５０問題のような生活保護の

お母さんを保護するための支援ということ

で、その息子さんの部分については対応して

いなかった部分があったのですけれども、そ

こも重層的に支援ということで、福祉事務所

とかでの対応困難ケースを受け止めて、５０

歳とか４０歳代の息子さん、娘さんたちの部

分の相談もきちんと受け止めて、まず、相談

に応じているというところです。 

 具体的な解決というところはまだこれか

らなのかなと思っていますけれども、きちん

と区として受け止めますよというところを、

足立区もようやくスタートしたというとこ

ろでございます。 

 先行的に墨田区とか葛飾区も同じような

ことをやっていますけれども、やはり、なか

なか課題解決には至っていないところがあ

りますので、そこは重く受け止めて、庁内に

横串を刺して、支援調整会議というものも、

私ども管理職も含め係長級の事務レベルも
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毎月、取り組み始めたところです。 

 今、複数案件、３、４件ぐらい、まだ継続

案件で、１週間当たり１００件近い相談が急

に来たり、今までは放っておいたというとこ

ろが、放置せずにきちんと受け止めるという

ところで、相談員を増強して対応していると

いうところなので、また改めて、どんなケー

スがあるのかというのは御報告できる機会

があれば報告したいと思っています。 

（三枝委員） 

 ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 １週間１００件というのは本当にすごい

ですね。 

（瀬崎課長） 

 いろいろな相談があるので、すぐ解決でき

るものもあれば、やはり福祉的な課題とか、

いろいろあるようなので。 

（宮本委員長） 

 今後、期待されると。 

（瀬崎課長） 

 そこは分かりやすく、重たい案件がなかな

か解決せずにというところで、きちんと受け

止めて対応しているというところでござい

ます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 事例につきまして、東委員、いかがでしょ

うか。 

（東委員） 

 社会福祉士の東です。 

 このような家族全体を支えていかないと

いけないケースというのは、大変難しい部分

もあると思うのですけれども、だからこそ、

このケアマネさんも、最初にもう少し丁寧に

やっていかなければいけなかったのかなと

思うのですが、でも、現在の状況としては、

ここが変化してきているようなので、よかっ

たかなと思いました。 

 以上です。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 金子委員はいかがでしょうか。 

（金子委員） 

 ないです。 

（宮本委員長） 

 宮本のほうから１つだけお伺いさせてい

ただきたいのですが、分析のほうにもござい

ましたけれども、やはり情報の行き違いとい

う、そこのところも一つのキーワードになっ

ているかと思います。文章の中でも、それぞ

れの関係性というところが注目されている

のかなと拝見したのですが、それぞれ地域包

括、それから、ケアマネ、各事業所の中で協

力し合う関係性づくりというところに関し

て、今後の課題等がございましたら教えてい

ただきたいのですが。どちらかでお願いいた

します。 

（結城部長） 

 社会福祉協議会地域福祉部長の結城です。 

 宮本委員、ありがとうございます。おっし

ゃるとおり、事業所間での対等な関係ではあ

るのですけれども、包括から予防プランは、

委託をするという関係性とか、また、ケアマ

ネジャーからサービス事業所を選んでいく

という関係性があるので、どうしても上下関

係などができてしまうような感じはありま

す。 

 ただ、実際、我々現場などでは、それぞれ

の立場で対等な立場で意見を言っていこう

となっています。そのような研修を実施する

とか、介護サービス事業者連絡会という、そ

れぞれの部会の方々が集まって議論等で、や

はり対等であると認識しています。それから、

お客さんとも対等であるといったところを



10 

 

少し意識しながら研修等でも生かしていき

たいと思っています。 

 以上です。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ一つのチームで支援に当たっていた

だけるといいのではないかなと思います。 

 委員の先生方、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 御意見・御質問がないようですので、本件

の質疑は以上としまして、次に移りたいと思

います。 

 次第「３ 報告・審議事項」、「（３）令

和６年２月の苦情（障がい）」につきまして、

御説明をお願い申し上げます。 

 

【資料３】「障がい」説明 山本課長 

 

（宮本委員長） 

 御説明、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見・御

質問がございましたらお願いいたします。い

かがでしょうか。 

 では、宮本のほうから意見をお伺いしても

よろしいでしょうか。 

 障がいの分野に詳しくないので教えてい

ただきたいのですが、体験にお見えになった

方に商品券をお渡しするというようなこと

は、自分は高齢の分野で勤務をしていた経験

上、そういった金品を渡しするというような

ことはないものですから、そういったことに

関して、どういう実態があるのかというのを

教えていただければと思った次第です。 

（早川課長） 

 障がい援護課長の早川でございます。 

 それぞれ就労継続支援事業者さんの実態

として、どのように金品を渡しているかとい

う具体なことというのは調査したことはな

いのです。 

 その方々が通所することによって、公的な

報酬として各事業者にお金が入っていると

いう条件は一緒の中で、各就労継続の支援事

業者だけでなくて、例えば、生活介護の事業

者とか、いろいろな株式会社の事業者さんが

障がいの分野に参入していく中で、いろいろ

なところが顧客獲得のために、それぞれ努力

をしていて、差別化して選択肢が増えて、な

おかつ、業界というかサービスの供給者のほ

うの統合やＭ＆Ａが進んで、供給者のほうが

安定するということが最終的に出てくると

いうことは、否定すべきことではないかなと

思っております。 

 長くなってしまったのですけれども、それ

ぞれの事業者さんが、顧客という言い方はお

かしくはないのですけれども、支援者の人た

ちを獲得するために努力をしていただくと

いうこと自体は、必ずしも悪いことばかりで

はないと考えております。 

 ただ、こちらに記載されていますように、

それが社内の内規で決まっていなかったり、

その場の裁量で実施されていたり、あるいは、

それが事実なのかどうかというのが関わっ

てくる、関係者に共有されていないという部

分では、新たな問題を生んでくるのかなとは

考えております。 

 御質問とずれてしまった回答かもしれな

いのですけれども、見解も含めて回答させて

いただきました。 

（宮本委員長） 

 丁寧にありがとうございます。 

 障がいの分野は、やはりいろいろな企業が

入ってこられているとお聞きしていますの

で、企業努力なのか、金品ということに関し

て、こちらも過剰反応なのかもしれないので

すけれども、少なくとも範囲といいますか、

運用の仕方とか、そういったものの規定があ
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る中で企業努力がなされるということが重

要なのではないかなと感じました。ありがと

うございました。 

 三枝委員、いかがでしょうか。 

（三枝委員） 

 感想になってしまうのですけれども、再発

防止のための取組や視点が明確で分かりや

すくて、これが事業所にきちんとつながれば、

本当にこういう問題の再発は防げるのでは

ないかなと思いがしています。ありがとうご

ざいました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 東委員、いかがでしょうか。 

（東委員） 

 特にございません。 

（宮本委員長） 

 では、金子委員、いかがでしょうか。 

（金子委員） 

 特にないです。 

（宮本委員長） 

 小池委員、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかに御意見・御質問等がござ

いませんので、本件の質疑は以上としまして、

次に移りたいと思います。 

 次第「３ 報告・審議事項」、「（４）案

件以外の事例報告」につきまして、御説明を

お願い申し上げます。 

 

【資料４】案件以外の事例報告 山本課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見・御

質問はございますか。 

 お願いします。 

（東委員） 

 社会福祉士の東です。 

 今の御説明、私、理解できなかったのです

けれども、同一の事業所だからという、同一

の事業所でこういう相談が上がってきてい

るということは、事業所自体の課題があると

いうことなのですよね。 

（山本課長） 

 今、ここに記載されていない、また、現在、

対応中のケースも、まだほかに出てきている

というところから。 

（東委員） 

 それが終了したらということで。 

（山本課長） 

 そうですね。それで、また次回以降の委員

会で改めて御報告をさせていただくという

ことです。 

（東委員） 

 分かりました。 

（宮本委員長） 

 加えて御質問をよろしいですか。宮本でご

ざいます。 

 これは、別の方からの申立てということで、

つまり、３件、別の方から同一事業所に上が

っていると。 

（山本課長） 

 はい。同じ事業所に対して、それぞれ別な

方からの御相談というか苦情となっていま

す。 

（宮本委員長） 

 理解しました。ありがとうございます。 

 先生方、よろしいですか。 

（金子委員） 

 そのほかでよろしいですか。 

（宮本委員長） 

 はい。お願いいたします。 

（金子委員） 

 最近、マスメディア、新聞とかニュースで、
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事業所による不正請求、食費の過大請求であ

ったり人件費の水増し請求とかを時折お見

受けするのですけれども、運営されている施

設あるいは職員の方のモラルが低下してい

るのかどうか、その辺の心配が一つあります。 

 もう一つは、それに対する指定取消しは恐

らく都道府県だと思うのですね。区として、

その事業所に対してどういった指導をされ

ているのかと、例えば、件数はどのぐらい上

がっていますとか、どのような指導内容が多

いのか、その辺を教えていただければありが

たいなと思っております。 

 遅れました。民生・児童委員、金子です。 

（宮本委員長） 

 足立区の対応として、どなたか御回答をお

願いいたします。 

（日吉課長） 

 介護保険課長の日吉と申します。よろしく

お願いいたします。 

 高齢者ですが、介護保険の分野では、不正

請求とか、最近マスコミで言っているような

話題について、事案があれば介護保険課の事

業者指導係で必要な調査、法的に言うと監査

という形の言葉になりますけれども、事業所

に行っていろいろ書類を調べたり、当然聞き

取り等も行いながら、また、確かに、区が指

定権限を持っている事業所もありますけれ

ども、東京都が指定権限を持っている事業所

もありますので、その辺り、東京都と連携し

ながら対応しています。 

 その中で、その後どういった形で事業所に

対応するかというのは、その監査の中で見つ

かったものを、また、区や東京都のほうで、

悪質性とか、事実についていろいろ認定をす

るという作業を経てになるので、当然、不正

に介護給付費のほうを請求して受け取って

いるということがあれば、実際に、そこにつ

いての返還請求をしますし、それは過去、そ

ういう件がなかったかといえば、当然ありま

す。 

 ただ、それは個別の事案なので、その都度、

そういう不正の疑いがあれば調査をすると

いう形で、区は対応していますというのがお

答えになります。 

 職員のモラルや、その職員についてという

ことになると、これもマスコミ等で報道され

ているとおり、介護の人材が不足していると

か、いろいろそういった部分とも連動してき

ますので、区としては、いろいろと介護職員

向けの研修等を行うような形で、介護職員の

人材の質の向上というところは、当然取り組

んでいますし、そこについては非常に重要な

課題だと認識しています。それは、介護部門

としてのお答えになるかなと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 介護のほうで、今、御回答いただきました

けれども、障がいの部分につきましても御回

答いただけますとありがたいです。お願いい

たします。 

（長門課長） 

 障がい福祉課長、長門です。 

 先ほど、日吉のほうからあった介護のもの

と同じ部分もあるのですが、そういった対応

につきましては、東京都と一緒に対応してい

ます。 

 特に、障がいの施設については、都が指定

権限を持っている関係で、その監査の期間等

も含めて、区も一緒にその監査の期間に入っ

ていくと。もし、不正があれば、その期間に

ついての請求についても、区のほうで不正請

求の返還請求をしていくというような対応

をしているところでございます。 

（宮本委員長） 

 株式会社の企業も増えておりますけれど

も、職員のモラル、職員の質に関してはいか
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がでしょうか。 

（長門課長） 

 職員のモラルについては、いろいろな会社

が参入しているというのはありますので、自

分たちの支援は、不正請求に限らずなのです

が、例えば、こういった行為が虐待になるの

かどうかというようなことについても、認識

の差はあると感じています。様々な業種が参

入し利用者側からは選択肢が広がるという

メリットがある一方で、障がい児者支援に慣

れていない職員が働いていることも少なく

ないので、事業所によって現実的には差があ

ると感じているところです。 

 私たちが、こういう行為は虐待ですよとい

うようなことでお伝えをしても、なかなかそ

れを、どうしてなのかと理解をしにくい職員

というのは、事実、いらっしゃいますので、

そこの部分は否定はできないのかなとは思

っているところでございます。 

 そこの質の確保を今後どうやって取り組

んでいくのかというのは、課題としてかなり

大きいとは思うのですが、そういった虐待通

報等も含めて入ってくれば、任意にはなるの

ですが区が適切に調査を実施して、処分はで

きないのですが、行政指導的な立場で助言等

をしていくと。一緒に考えていくということ

は行っているところでございます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

（小川係長） 

 障がい福祉課の虐待防止・事業者指導担当

の小川でございます。 

 今、障がい福祉課長から申し上げましたと

おり、東京都と連携していくことが基本にな

っております。 

 現在障がい児者支援では、サービスの選択

の幅が広がってきています。例えば、児童の

支援では児童発達支援や、放課後等デイサー

ビス、成人の支援では、グループホームやヘ

ルパー等のサービスが多岐に渡っています。

当然、いろいろな団体が参入してきます。 

 そのことは選択の幅が広がって、利用者側

からするとよい面もあります。反面、必ずし

も障がい者と関わったことがない方が支援

員として、あるいは施設の職員として働くと

いうことになります。 

 障がいの特性の理解についての研修や育

成ということがとても大切になってきます。 

 障がい福祉課では、研修を実施したり、今

年度から新設された事業者指導担当の機能

を使ってはたらきかけてまいります。虐待対

応については事業所と一緒に障がい者支援

を考えていきましょうというスタンスで関

わるようにしているところでございます。 

 以上、補足でございます。 

（金子委員） 

 ありがとうございました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 せっかく研修、育成の関わり方、それから、

指導ではなくて一緒に考えてくださる、そう

いった関わり方は本当に先駆的ですばらし

いと思いますので、ぜひ研修に出やすいとか、

育成に関わっていただけるような、参加しや

すい、そういったところもぜひ取組として考

えていただけるとなおよろしいのではない

かなと思います。 

 ありがとうございました。 

 ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 御意見・御質問がないようなので、本件の

質疑は以上とさせていただきます。 

 次第「３ 報告・審議事項」が終了いたし

ましたので、進行を事務局のほうにお返しさ

せていただきます。よろしくお願いいたしま
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す。 

（瀬崎課長） 

 宮本委員長、ありがとうございました。 

 それでは、次第の「４ その他」につきま

して、権利擁護推進係長から説明をお願いい

たします。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係長の笠尾です。 

 私のほうから２点御案内をさせていただ

きます。 

 １点目は、議事録に関することになります。 

 この委員会の運営要綱に基づきまして、こ

の委員会の会議録は公開という取り決めに

なってございます。録音させていただいて、

この後、議事録を作成したものを各委員にま

た後日見ていただいて、通ったものをホーム

ページや区政情報室等での公開ということ

を予定していますので、よろしくお願いしま

す。 

 そういう関係もございまして、先ほどの案

件以外の事例の報告のところで、今、まだ調

査中のものがあるので、本日は説明を簡易な

もので省略させていただいたというものが

ございますので、御理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

 ２点目は、次第の表に書いてございますと

おり、今後の予定についてです。 

 例年どおり今年度も６回、この委員会を開

催する予定になっております。次回は７月２

６日。それ以降も隔月で、９月、１１月、１

月、３月ということで実施する予定になって

おります。 

 なお、昨年度は５回開催しまして、１回は、

ここで検討していただく事例がたまたま発

生していなかったということがあって、１回

開催できないという月がございました。苦情

に基づく審査をお願いする会議ですので、場

合によってはそういうことも起こり得ると

いうことで御了承いただきたいのですが、一

応、現在の予定では６回開催する予定になっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（瀬崎課長） 

 今、議事録の公開と今年度のスケジュール

の件の御説明がありました。御意見・御質問

がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。御意見・御質問

がないようなので、以上をもちまして本日の

委員会を終了いたします。円滑な議事進行に

御協力いただきまして、ありがとうございま

した。 

 なお、議事録につきましては、事務局が作

成しまして、後日、各委員へ内容確認を御依

頼しますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 


